
目

次

規

則

○
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
二

○
青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
四

○
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
四

○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
四

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
六

訓

令

○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
七

告

示

○
会
計
管
理
者
の
事
務
の
一
部
委
任
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
八

規

則

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

青
森
県
核
燃
料
物
質
等
取
扱
税
条
例
施
行
規
則
（
令
和
六
年
三
月
青
森
県
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中

「第
２
条
第
15項

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
る
。

（
青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

青
森
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
七
月
青
森
県
規
則
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中

「同
条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
る
。

（
不
動
産
取
得
税
減
免
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

不
動
産
取
得
税
減
免
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
県
税
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

「同
条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

青
森
県
報
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第
二
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

「第
２
条
第
15項

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

「第
２
条
第
15項

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

「同
条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

「第
２
条
第
15項

」
を
「第

２
条
第
16項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
七
月
青
森
県
規
則
第
七
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
地
域
県
民
局
長
（
以
下
「
局
長
」
を
「
県
税
事
務
所
長
（
以
下
「
所
長
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
局
長
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
特
定
設
備
」
を
「
対
象
設
備
」
に
、
「
局
長
」
を
「
所
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
局
長
」
を
「
所
長
」
に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
、
「第

12条
第
３
項
又
は
第
45条

第
２
項

」
を
「第

12条
第
４
項
又
は
第
45条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中
「同

条
第
15

項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
、
同
注
の
４
中
「特

定
設
備

」
を
「対

象
設
備

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中
「同

条
第
15項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「地
域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
、
「第

12条
第
３
項
又
は
第
45条

第
２
項

」
を
「第

12条
第
４
項
又
は
第
45条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中
「同

条
第
15

項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
、
同
注
の
４
中
「特

定
設
備

」
を
「対

象
設
備

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「地

域
県
民
局
長

」
を
「県

税
事
務
所
長

」
に
、
「第

12条
第
３
項
又
は
第
45条

第
２
項

」
を
「第

12条
第
４
項
又
は
第
45条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中
「同

条
第
15

項

」
を
「同

条
第
16項

」
に
改
め
、
同
注
の
３
中
「特

定
設
備

」
を
「対

象
設
備

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
五
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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青
森
県
河
川
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

河
川
現
況
台
帳

県
土
整
備
事
務
所

二

水
利
台
帳

県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

第
三
条
中
「
第
十
八
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十

二
」
を
「
第
十
八
条
の
十
三
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
十
一
第
一
項
」

に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
第
十
八
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十
二
」

を
「
第
十
八
条
の
十
三
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
の
十
一
第
一
項
」
に
、

「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
及
び
別
表

の
改
正
規
定
（
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
海
岸
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
当
該
許
可
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
許
可
の
申
請
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
当
該
許
可
」
に
、
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
事
務
所
の
長
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

一

国
、
県
、
土
地
改
良
区
そ
の
他
の
者
が
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
と
し
て
管
理
し
て
い
る
施
設
で
海
岸
保
全

施
設
に
該
当
す
る
も
の
の
存
す
る
地
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ

れ
て
い
る
土
地
改
良
事
業
計
画
に
基
づ
き
海
岸
保
全
施
設
に
該
当
す
る
も
の
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
地
域
に
係
る
海
岸
保
全
区
域
及
び
こ
れ
ら
の
海
岸
保
全
区
域
に
接
す
る
一
般
公
共
海
岸
区

域
の
う
ち
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
し
て
定
め
た
区
域
並
び
に
県
の

管
理
す
る
漁
港
区
域
内
の
海
岸
保
全
区
域
、
当
該
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
し
て
定
め
た
区
域
及
び
当
該
漁
港
区
域
に
接
す
る
一

般
公
共
海
岸
区
域
の
う
ち
法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
議
し
て
定
め
た
区

域
に
係
る
許
可
の
申
請
等

農
林
水
産
事
務
所

二

前
号
に
掲
げ
る
許
可
の
申
請
等
以
外
の
許
可
の
申
請
等

県
土
整
備
事
務
所

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
当
該
許
可
の
申
請
等
に
係
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
を
管
轄
す
る
地
域
県
民
局
長
」
を

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
所
の
長
」
に
、
「
次
に

掲
げ
る
保
安
林
等
の
存
す
る
」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十

五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
一
項
後
段
又
は
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
（
こ
れ
に
準
ず

べ
き
森
林
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地

区
（
こ
れ
に
準
ず
べ
き
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
含
む
。
）
又
は
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
が
施
行
さ
れ
て
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い
る
地
域
若
し
く
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
さ
れ
て
い
る
地
域
（
こ

れ
ら
の
地
域
に
準
ず
べ
き
地
域
を
含
む
。
）
の
存
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
係
る
許
可
の
申

請
等

農
林
水
産
事
務
所

二

前
号
に
該
当
し
な
い
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
係
る
許
可
の
申
請
等

県
土
整
備
事
務
所

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
下
水
道
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
下
水
道
事
業
財
務
規
則
（
令
和
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

県
土
整
備
事
務
所

青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所
、
青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所
及
び

青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所
を
い
う
。

第
二
条
第
二
号
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
中
「
地
域
整
備
部
」
を

「
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
取
引
」
を
「
為
替
取
引
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
取
引
の
あ
る
金
融

機
関
に
」
を
「
為
替
取
引
の
あ
る
金
融
機
関
に
」
に
、
「
振
込
み
」
を
「
口
座
振
替
」
に
改
め
、

「
場
合
」
の
下
に
「
に
お
い
て
、
小
切
手
に
基
づ
き
支
払
を
行
う
と
き
」
を
加
え
、
「
取
引
の
あ
る

金
融
機
関
を
」
を
「
為
替
取
引
の
あ
る
金
融
機
関
を
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
中

「

○
○
地
域
県
民
局

地
域
整
備
部

企
業
出
納
員
印

1.8㎝

1.8㎝

」
を

「

青
森
県
○
○

県
土
整
備
事
務
所

企
業
出
納
員
印

1.8㎝

1.8㎝

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
地
域
県
民
局
」
を
「
県
土
整
備
事
務

所
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
長
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
及
び
第
三
十
条
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
整
備
部
長
」
を
「
県
土
整
備
事
務
所
長
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
一
号

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
及
び
参
事
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
地
域
県
民
局
長
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
」
を
「
そ
の
所
属
」
に
、
「
が
そ
の
」
を

「
が
別
表
の
当
該
支
部
の
項
の
構
成
員
の
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
の
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
関
係
）

名

称

位

置

所
管
区
域

構

成

員

東
青
地
方
支
部

青
森
市

青
森
市

東
津
軽
郡

青
森
県
東
青
地
域
連
携
事
務
所
長

青
森
県
中
央
県
税
事
務
所
長

青
森
県
中
央
児
童
相
談
所
長

青
森
県
青
森
環
境
管
理
事
務
所
長

青
森
県
東
津
軽
保
健
所
長

青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所
長

青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所
長

青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所
長

東
青
教
育
事
務
所
長

中
南
地
方
支
部

弘
前
市

弘
前
市

黒
石
市

平
川
市

南
津
軽
郡

中
津
軽
郡

青
森
県
中
南
地
域
連
携
事
務
所
長

青
森
県
中
南
県
税
事
務
所
長

青
森
県
中
南
児
童
相
談
所
長

青
森
県
弘
前
環
境
管
理
事
務
所
長

青
森
県
中
南
保
健
所
長

青
森
県
中
南
福
祉
事
務
所
長

青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所
長

青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所
長

中
南
教
育
事
務
所
長

三
八
地
方
支
部

八
戸
市

八
戸
市

三
戸
郡

青
森
県
三
八
地
域
連
携
事
務
所
長

青
森
県
三
八
県
税
事
務
所
長

青
森
県
三
八
児
童
相
談
所
長

青
森
県
八
戸
環
境
管
理
事
務
所
長

青
森
県
三
戸
保
健
所
長

青
森
県
三
戸
福
祉
事
務
所
長

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所
長

八
戸
工
業
用
水
道
管
理
事
務
所
長

三
八
教
育
事
務
所
長

西
北
地
方
支
部

五
所
川

原
市

五
所
川
原

市つ
が
る
市

西
津
軽
郡

北
津
軽
郡

青
森
県
西
北
地
域
連
携
事
務
所
長

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所
長

青
森
県
西
北
児
童
相
談
所
長

青
森
県
西
北
保
健
所
長

青
森
県
西
北
福
祉
事
務
所
長

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長

青
森
県
西
北
県
土
整
備
事
務
所
長

西
北
教
育
事
務
所
長

上
北
地
方
支
部

十
和
田

市

十
和
田
市

三
沢
市

上
北
郡

青
森
県
上
北
地
域
連
携
事
務
所
長

青
森
県
上
北
県
税
事
務
所
長

青
森
県
上
北
児
童
相
談
所
長

青
森
県
上
北
保
健
所
長

青
森
県
上
北
福
祉
事
務
所
長

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所
長

青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所
長

上
北
教
育
事
務
所
長

下
北
地
方
支
部

む
つ
市

む
つ
市

下
北
郡

青
森
県
下
北
地
域
連
携
事
務
所
長

青
森
県
下
北
県
税
事
務
所
長

青
森
県
下
北
児
童
相
談
所
長

青
森
県
む
つ
環
境
管
理
事
務
所
長

青
森
県
下
北
保
健
所
長

青
森
県
下
北
福
祉
事
務
所
長
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青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所
長

青
森
県
下
北
県
土
整
備
事
務
所
長

下
北
教
育
事
務
所
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
三
十
二
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
三
項
中
「
（
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の
長
）
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
第
一
号
中
「
、
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
県
民
福

祉
プ
ラ
ザ
」
の
下
に
「
、
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
及
び
保
管
場
所
標
章

の
交
付
に
係
る
手
数
料
」
を
削
る
。

第
百
四
十
七
条
の
表
中
「
二
百
五
十
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
、
「
百
六
十
万
円
」
を
「
三
百

万
円
」
に
、
「
八
十
万
円
」
を
「
百
五
十
万
円
」
に
、

「

五
十
万
円
」
を
「

百
万
円
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」

に
、
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
四
中
「
（
特
例
政
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
一
連
の
調
達
契
約
（
最
初
の
契

約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行

う
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
つ
い
て
は
、
二
十
四
日
前
）
」
を
削
る
。

第
二
百
六
十
六
条
中
「
（
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の
長
）
」
を
削
る
。

第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
中
「
（
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の
長
）
」
を
削
り
、
「
地
域

県
民
局
の
部
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
三
百
三
条
第
一
項
及
び
第
三
百
四
条
第
二
項
中
「
（
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
各
部
の

長
）
」
を
削
る
。

第
三
百
三
十
三
条
及
び
第
三
百
五
十
三
条
中
「
地
域
県
民
局
」
を
「
県
税
事
務
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
東
青
地
域
県
民
局
」
、
「
中
南
地
域
県
民
局
」
、
「
三
八
地
域
県
民
局
」
、
「
西

北
地
域
県
民
局
」
、
「
上
北
地
域
県
民
局
」
及
び
「
下
北
地
域
県
民
局
」
を
削
り
、

「

「

」
を

に
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青
森
県
中
央
県
税
事
務
所

青
森
県
中
南
県
税
事
務
所

青
森
県
三
八
県
税
事
務
所

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所

青
森
県
上
北
県
税
事
務
所

青
森
県
下
北
県
税
事
務
所

青
森
県
中
央
児
童
相
談
所

青
森
県
中
南
児
童
相
談
所

青
森
県
三
八
児
童
相
談
所

青
森
県
西
北
児
童
相
談
所

青
森
県
下
北
児
童
相
談
所

青
森
県
上
北
児
童
相
談
所

青
森
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

青
森
県
立
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い

青
森
県
東
青
地
域
連
携
事
務
所

青
森
県
中
南
地
域
連
携
事
務
所

青
森
県
三
八
地
域
連
携
事
務
所

青
森
県
西
北
地
域
連
携
事
務
所

青
森
県
上
北
地
域
連
携
事
務
所

青
森
県
下
北
地
域
連
携
事
務
所

青
森
県
青
森
環
境
管
理
事
務
所

青
森
県
弘
前
環
境
管
理
事
務
所

青
森
県
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

青
森
県
む
つ
環
境
管
理
事
務
所

青
森
県
東
津
軽
保
健
所

青
森
県
中
南
保
健
所

青
森
県
立
子
ど
も
自
立
セ
ン
タ
ー
み
ら
い



」

、
「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
１
の
⑵
中
「（

地
域
県
民
局
を
除
く
。
）

」
を
削
り
、
同
１
の
⑶
及
び
同
様
式
の

注
の
３
を
削
る
。

第
二
号
様
式
の
（
そ
の
四
）
の
注
の
１
中
「地

域
県
民
局
の
県
税
部

」
を
「県

税
事
務
所

」
に
改

め
る
。

第
三
十
号
様
式
の
（
そ
の
一
）
の
注
中
「地

域
県
民
局
の
部
に
あ
つ
て
は
公
所
名
の
後
に
当
該
部

の
名
称
を
、

」
を
削
る
。

第
八
十
八
号
様
式
の
注
の
３
中
「、

地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
部
長
が

」
を
削
る
。

第
百
六
十
号
様
式
の
（
そ
の
二
）
の
注
の
１
中
「及

び
地
域
県
民
局

」
を
削
る
。

第
百
八
十
七
号
様
式
の
⑵
中
「地

域
県
民
局
名

」
を
「県

税
事
務
所
名

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
条
の
四
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
青

森
県
財
務
規
則
第
百
五
十
条
の
四
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
規
則
第
百
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
公
告
（
以
下
「
公
告
」
と
い
う
。
）
を
行
う
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
公

告
を
行
っ
た
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
十
二
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
総
務
部
の
項
中

「

広
報
広
聴
班

広
報
広
聴
課
長

」
を

「

広
報
広
聴
班

広
報
広
聴
課
長

行
幸
啓
班

行
幸
啓
室
長

」
に
改
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青
森
県
営
農
大
学
校

青
森
県
病
害
虫
防
除
所

青
森
県
三
戸
保
健
所

青
森
県
西
北
保
健
所

青
森
県
上
北
保
健
所

青
森
県
下
北
保
健
所

青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所

青
森
県
中
南
福
祉
事
務
所

青
森
県
三
戸
福
祉
事
務
所

青
森
県
西
北
福
祉
事
務
所

青
森
県
下
北
福
祉
事
務
所

青
森
県
上
北
福
祉
事
務
所

青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
上
北
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
下
北
農
林
水
産
事
務
所

青
森
県
病
害
虫
防
除
所

青
森
県
営
農
大
学
校

青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所

青
森
県
中
南
県
土
整
備
事
務
所

青
森
県
三
八
県
土
整
備
事
務
所

青
森
県
西
北
県
土
整
備
事
務
所

青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所

青
森
県
下
北
県
土
整
備
事
務
所



め
、
同
表
総
合
政
策
部
の
項
中

「

統
計
分
析
班

統
計
分
析
課
長

」
を

「

統
計
分
析
班

統
計
分
析
課
長

統
合
新
病
院
開
設
準
備
班

統
合
新
病
院
開
設
準
備
室
長

」
に
改

め
、
同
表
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
の
項
中

「
環
境
保
全
班

環
境
保
全
課
長

自
然
保
護
班

自
然
保
護
課
長

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
班

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
課
長

」
を

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政
策
班

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
脱
炭
素
政
策
課
長

資
源
循
環
推
進
班

資
源
循
環
推
進
課
長

自
然
保
護
班

自
然
保
護
課
長

」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
及
び
課
」
を
「
、
課
及
び
室
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
号

平
成
十
九
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
一
号
（
会
計
管
理
者
の
事
務
の
一
部
委
任
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

出
納
員
の
項
の
表
中
「
東
青
地
域
県
民
局
及
び
」
を
「
青
森
県
中
央
県
税
事
務
所
、
青
森
県
中
央

児
童
相
談
所
、
青
森
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
青
森
県
東
青
地
域
連
携
事
務
所
、
青
森
県
青
森

環
境
管
理
事
務
所
、
青
森
県
東
津
軽
保
健
所
、
青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所
、
青
森
県
東
青
農
林
水
産

事
務
所
及
び
」
に
、
「
（
地
域
県
民
局
を
除
く
。
」
を
「
（
県
税
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
青
森
県

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
地
域
連
携
事
務
所
、
環
境
管
理
事
務
所
、
保
健
所
、
福
祉
事
務
所
、
農

林
水
産
事
務
所
及
び
県
土
整
備
事
務
所
を
除
く
。
」
に
、
「
地
域
県
民
局
各
部
（
地
域
連
携
部
及
び

県
税
部
を
除
く
。
）
」
を
「
児
童
相
談
所
、
青
森
県
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
環
境
管
理
事
務

所
、
保
健
所
、
福
祉
事
務
所
、
農
林
水
産
事
務
所
及
び
県
土
整
備
事
務
所
」
に
、
「
地
域
県
民
局
地

域
連
携
部
に
属
す
る
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
に
属
す
る
」
に
、
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携

部
」
を
「
青
森
県
東
青
地
域
連
携
事
務
所
」
に
、
「
地
域
県
民
局
（
東
青
地
域
県
民
局
を
除
く
。
）

の
各
部
（
地
域
連
携
部
を
除
く
。
）
」
を
「
県
税
事
務
所
（
青
森
県
中
央
県
税
事
務
所
を
除

く
。
）
、
児
童
相
談
所
（
青
森
県
中
央
児
童
相
談
所
を
除
く
。
）
、
環
境
管
理
事
務
所
（
青
森
県
青

森
環
境
管
理
事
務
所
を
除
く
。
）
、
保
健
所
（
青
森
県
東
津
軽
保
健
所
を
除
く
。
）
、
福
祉
事
務
所

（
青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所
を
除
く
。
）
、
農
林
水
産
事
務
所
（
青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所
を

除
く
。
）
、
県
土
整
備
事
務
所
（
青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所
を
除
く
。
）
」
に
、
「
地
域
県
民

局
地
域
連
携
部
の
」
を
「
地
域
連
携
事
務
所
の
」
に
、
「
地
域
県
民
局
県
税
部
」
を
「
県
税
事
務

所
」
に
、
「
同
上
」
を
「
県
税
事
務
所
」
に
改
め
、
分
任
出
納
員
の
項
の
表
中
「
地
域
県
民
局
地
域

健
康
福
祉
部
各
総
室
（
保
健
総
室
を
除
く
。
）
」
を
「
青
森
県
中
央
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。
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